
（この欄には補足事項が記載されています）



地下埋設物に起因する陥没事故が相次ぎ発生している。

これに限らず、新設の場合でも、接合不足・規格外材料の使用・
無理な施工により陥没事故を誘発することも想定され、適切な工
事が求められる。



・婦中、八尾、大沢野地域や下水道処理区域内で下水道本管
が未整備の場合、下水道課に公共ます布設要望の申請を行う
ことで、公費で設置できる場合があるので確認すること。

・下水道課からの事前確認通知書は、受益者負担金や区域外
申請について、申請者に伝わらないというトラブルを防ぐ目
的があるので確実に手渡すこと。



「インフォマップとやま」で、窓口と同じ下水道台帳情報が入手
できる。



・下水道法第１６条には「公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者
の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維
持を行うことができる」と規定されているため、この申請が必要となる。（
令和５年度から実施）

・国道、県道は、提出部数が多いので注意。計画工事工程表も必須である。

・私道の場合は、その「私道の所有者」が分かる全部事項証明書と公図、及
びその所有者の承諾書が必要。全部事項証明書については、引き込む土地の
ものではなく、「占用する私道のもの」を提出すること。

・法定外公共物の場合は、法定外公共物を管理する町内会や土地改良区の同
意書と公図が必要となる。







・記載内容は、上流人孔と下流人孔の位置、取出し位置の上流人孔からの距離
と下流人孔からの距離、取付管全延長と道路占用距離と官民境界から公共ます
までの距離、取付管の管径管種、公共ますの三方かフリーインバートかなどの
タイプ、公共ますの深さ、道路幅員、接道状況、敷地境界など。

・人孔からの距離や取付管水平距離が、図面と現地で異なる場合が散見される
。竣工図面の情報が下水道台帳に登録されるので、正確な情報でなければなら
ない。



・取付管同士の設置間隔が狭いと適切な施工ができず、場合によっては本管
の強度低下につながるとともに、維持管理の支障となるため、既設取付管か
ら新規取付管は、芯から芯で１ｍ以上間隔を開けること。

・人孔付近の工事は、人孔蓋の中心から２ｍ程度離せば、外壁から１ｍ以上
は離れることとなる。さらに近くで取出したい場合は、人孔内を現地で確認
するなど、調査を十分に行うこと。（１号人孔の場合、人孔蓋は６０ｃｍだ
が、中の外壁は直径約１．１ｍある）





・道路管理者は、どのように掘削し、復旧するのかを重視するので、十分内
容が検討された図面であること。

・図面には、掘削幅、本復旧時の影響幅、占用物件の管種管径、占用延長、
側溝幅等の距離を明記すること。

・給水管と下水取付管両方を取り出す場合は、それぞれの管か図面上で明確
に判別できるように色分けすること。



・道路管理者は、図面の内容に対して許可しているため、原則として申請図
通りに施工しなければならない。

・出来形や施工方法が申請と異なる場合には、申請通りできなかった理由の
説明を求められ、変更許可の手続きなどの対応が必要となる場合がある。

・事前調査、検討を念入りに行ってから図面を作成すること。



・このような事故が発生すると、工事計画や工事設計が問われる
。

・事故を未然に防ぐためにも、計画図は念入りに検討したうえで
作成されることが求められる。



・冬期期間前の本舗装は余裕をみて１１月までに終わるよう計画すること。

・それから逆算して、取出しの施工自体は１０月までに行うように計画する
こと。



・工事場所に、法定外公共物があるかどうかは、事前に確認すること。

・特に法定外「水路」は、見た目で判断できない。



・株式会社INPEXパイプラインのガスパイプラインは北陸自動車道に沿って
布設されており、さらに婦中大橋西口から北へ向かって県道富山環状線に布
設されている。



・四方地区にある火力発電所の原油パイプラインは富山新港火力発電所と事
前協議をすること。



・同意事項が不足しており受付できない場合があるため、ホームページに掲
載されている様式を使用すること。

・承諾書は、原則として土地所有者本人の自署だが、法人の場合は記名押印
でも可。





「警察署に問い合わせをしたら、許可とは異なる方法で工事を行っている」

「敷鉄板の下に作業員がいるにもかかわらず、車両を通行させている」

という苦情が過去に寄せられた。

人も車も来ない現場でも「誰か見ている」という意識で施工するよう心がけ
ること。





・下水道が整備されてから何十年も経過した市内中心部などでは、下水道本
管の劣化に伴い、管更生が行われている箇所がある。



・ハンドルの締込み不良の場合、下水道管内に地下水や土砂が流入し、道路
陥没が発生する可能性があるため、締込みは確実に行うこと。

・ハンドルの回転数は、本管の管種やメーカーによって違うため、必ず施工
前に確認すること。



・原則として申請地に下水道本管が面しておらず、起点人孔からしか取り出
せないという場合にのみ人孔直接取り出しを認めている。

・単に「本管が深いから」という理由では認めない。

・本管から取り出すことが施工上極めて困難であり、起点人孔以外から取り
出したい場合は、事前に下記維持管理部門と協議すること。

　　上下水道施設管理センター（富山地域）

　　東上下水道サービスセンター（大沢野・大山・細入地域）

　　西上下水道サービスセンター（婦中・八尾・山田地域）





内副管設置における注意点

・掘削深は1.5m以上にする。

・人孔直壁の削孔位置は、直壁のつなぎ目から１０ｃｍ以上離した場所で行
う。

・副管が人孔内の「足掛け金物」を避けられない場合は、「足掛け金物」を
移設すること。

・副管は、楕円型の「スリム内副管」を設置すること。



マンホールに立ち入る場合は、酸素欠乏症等防止規則に定められ
ている事項を遵守する必要がある。













・交換の申請は、施工前に行うこと。

・宅内排水設備も同時に施工する場合は、排水設備申請の中に含めることが
でき、別途交換の申請は不要。

・変換ソケットとして陶管内に入れてゴム輪接続できる製品も使用可。



・鮮明な写真撮影に心がけること。



・偏芯ソケット等には、角度調整機能はない

・公共ますの水平位置調整は、自在曲管で適切に行うこと



・撤去申請は、施工前に行うこと。



・陶管の場合の処理は「陶管キャップ」か「陶管ソケットと塩ビキャップ」
で止めること。

・モルタルでの小口止めは不可。



・不可視部は、写真が唯一の証拠である。

・鮮明な写真撮影に心がけること。


